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研究成果の概要（和文）：土地と海の利用に関わる文化的景観について、世界遺産であり、また

無形文化遺産としての価値も国際的に評価されているフィリピン・コルディリエーラの棚田群

を中心に調査を行い、土地と海の利用に関わる文化的景観保護の特質と問題点を分析した。ま

た文化的景観の概念及び保護手法に関する国際的な動向及び実績について、関係国際機関にお

いて情報・資料収集を行うとともに国際会議を開いて、文化的景観の国際的な普及とのその理

解のあり方について把握した。 
 
研究成果の概要（英文）：Surveys on cultural landscapes in relation to land and sea uses were 
conducted and the characteristics and the points at issue for their safeguarding were 
identified at the Rice Terraces of the Philippine Cordilleras, which is on the World Heritage 
List and which is as well regarded internationally as having high intangible cultural 
heritage value. International comparative surveys were carried out on the trends and 
achievements in concepts and safeguarding measures for cultural landscapes by 
interviewing and collecting research materials in coordination with the concerned 
international organizations. Concluding the research, an international workshop was held 
aiming to grasp the overall picture and the degree of diversity on the understanding of 
cultural landscapes in the international sphere. 
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１．研究開始当初の背景 
 文化的景観（cultural landscape）の概念
は、1992 年の第 16 回世界遺産委員会におい
て、それまでの建築や遺跡といった物質中心
の保護制度から、農耕、林業、遊牧、漁業な

ど自然の生活利用、信仰や芸術に関わって人
に認知されてきた自然、口承で語り継がれて
きた文化など、世界の多様な文化表現を取り
巻く自然とともに保護するために、世界遺産
条約に導入された。19 世紀ヨーロッパにおい
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て単体のモニュメンタルな建築や遺跡の保
存から始まった文化遺産の保存は、農家や町
家など庶民の建築、村落や都市など人が生活
する広域の場の保護へと遺産概念の裾野の
拡大を続けてきたが、文化的景観の導入によ
り、無形の価値、自然保護をも取り込んで新
たな展開の時代を迎えることとなった。 
 世界遺産条約に導入されたことで国際的
に認知を得て各国の政策にも大きな影響を
与えることとなった文化的景観であるが、そ
れが制度として形成されるに至った背景に
は、動産と不動産、有形と無形の多様な文化
表現を、それを取り巻く自然とともに総合的
に捉えて保護することで、地域社会のアイデ
ンティティ構築、国土の持続可能な利用、文
化と自然の多様性の保全に遺産保護の側か
らも積極的に貢献していこうとする社会的
な要請が存在していた。 
 文化的景観概念の形成には、自然保護の分
野における動きも大きな役割を果たした。ユ
ネスコが 1970 年代初めに開始した人間と生
物圏計画（MAB）を通して、自然と文化の境
界領域をどのように扱って保全していくか
についての経験が蓄積されていた。またイギ
リス湖水地方の世界遺産申請に伴って展開
された景観保全地区についての議論は、専門
領域また国を横断して存在していた文化的
景観概念の潜在的な議論に具体的な形を与
えることに貢献した。 
 1992 年に世界遺産条約に文化的景観が導
入されて以降、2000 年には欧州評議会が「欧
州景観条約」を採択し、文化的景観が欧州の
地域共同体全体の政策課題として認識され
るに至った。また 2003 年にユネスコで採択
された「無形文化遺産の保護に関する条約」
では、無形文化遺産の定義に文化的空間
（cultural space）という概念が導入されて
いるが、これも無形と有形を統合して考えて
いこうとする文化遺産の現在の流れの中に
あり、文化的景観と共通する課題を有する領
域として認識される。フィリピン・コルディ
レラの棚田、モロッコ・マラケシュ旧市街な
ど、世界遺産と無形文化遺産の双方の条約に
よる保護が交錯する遺産の数は増えている。 
 世界遺産リストに登録された文化的景観
は 2009 年現在で 66 件となった。中米のコー
ヒープランテーションから、中央アジアの遊
牧景観、砂漠の町を繋いで地中海に至る香料
の交易ルート、アフリカの部族の集落景観に
至るまで、様々な文化的景観が登録されてお
り、文化と自然の多様性の確保に貢献する文
化的景観が持つ可能性の大きさを示してい
る。 
 このようにして文化的景観の重要性につ
いての国際的認識は進み、日本を含む各国で
制度整備が進んでいるが、そのしかしその一
方で制度の運用、そのための保護手法の開発

については、建築や遺跡など材質の保護が主
体である遺産に比べ、多様な価値を包含する
ことが特色であると同時に難しさでもある
文化的景観については、価値評価から保存管
理に至るいずれの側面においても保護のた
めの具体的な手法の研究・開発が進んでいな
いのが実情である。 
 地理的にも広域に広がり、多様な要素が複
合して価値を生む文化的景観をどのように
評価して保全していくか、価値評価の指標を
どこに据えるか、その指標に基づいて抽出さ
れた価値の維持のため容認される変化の基
準をどこに求めていくか、すなわち価値評価
の方法論、そしてそのように評価された価値
に基づく総合的な保存管理計画を策定する
ための具体的な方法論の研究・開発が求めら
れている。 
 
２．研究の目的 
 本研究は、以上を踏まえて、文化的景観、
特にその中でも、農耕、漁業など土地あるい
は海の利用に関わる文化的景観を取り上げ
る。これら文化的景観は、その景観を形成し
てきた直接の要因である生業の維持、さらに
その生業を支える地域の社会システムの維
持が課題となる。グローバリゼーションに伴
う地元コミュニティの社会構造の変化の影
響を特に受けやすく、文化的景観特有の保存
管理の問題点が最も濃縮に現れている分野
である。 
 例えば棚田景観における伝統的な農耕作
業の維持の程度、漁業景観における伝統的な
漁法の維持の程度、あるいは遊牧景観におけ
る定住化の速度が、遺産としての価値の維持
にどのように関係しているかを、明確に示し
ていくことが保存管理計画の策定には必要
となる。地域の社会システム及びその生業の
維持というより社会的、経済的側面に踏み込
んだ形で、関係者が共有することとなる保存
管理の目標値を設定するにあたって、地元社
会に不要な混乱を招くこととならないよう
な、価値評価からモニタリングに至る総合的
な保存管理の方法論の確立が求められてい
る。 
 本研究は、関係する施策及び事例の国際的
な調査を通して、この種の景観の価値評価か
らモニタリングに至る総合的な保存管理の
方法論について考察することで、その有効な
保護手法の確立に貢献することを目的とし
ている。 
 
３．研究の方法 
 本研究は、農耕や漁業など土地と海の利用
に関わる文化的景観について、まず国際機関
及び主要各国の関連制度・施策についてのヒ
アリング・文献等調査、及び既存の世界遺産
登録地について報告書デスクレビューによ



 

 

る保全状況の比較分析により基本情報を収
集、課題を整理して、保存管理の方法論の検
討に必要な項目（価値の構成要素、評価の指
標、保存管理の目標値など）の洗い出しを行
う。次に得られた検討項目を軸に国内外の代
表的な文化的景観の現地調査を実施してそ
の有効性についての検証を行い、最後にこれ
らの調査研究の成果を総合して、価値評価か
らモニタリングに至る総合的な保存管理計
画の策定プロセスモデルを提示して研究成
果とする。調査の対象機関や対象地、モデル
策定の基礎となる既往研究の選定にあたっ
ては、研究代表者のこれまでの実績に基づい
て、この分野で最も先端的な機関や場所を選
択し、情報収集を行う。 
 本研究では、以上の視点のもとに、①各国
の土地と海の利用に関わる文化的景観保護
について、関係政府機関・専門家へのヒアリ
ングを含む事例調査、②日本の土地と海の利
用に関わる文化的景観保護について、関係地
方公共団体・専門家へのヒアリングを含む事
例調査、③土地と海の利用に関わる文化的景
観の概念及びその保護制度に関する国際的
な動向・研究実績について、関係国際機関に
おいて関係者へのヒアリングを含む調査・情
報収集をおこなう 
 
４．研究成果 
１）平成２２年度は、国際機関及び各国政府
の動向に関する基本情報の収集・分析と、こ
れらに基づく課題の整理（調査地：フラン
ス・イタリア）、また平成２３年度以降に行
う現地調査の予備調査を実施した（調査地：
フィリピン）。 
 国際機関及び各国調査：文化的景観という
概念が定義され、専門分野また地域を越えて
我々が共有する土俵ができるまでは、その母
体となる概念はむしろ自然保護の側で育て
られ、経験が蓄積されていたのではないかと
予測をたて、文化遺産の側には余り知られて
いない自然保護の側のこの領域について調
査を行った。国際機関の動向については、ユ
ネスコ「人間と生物圏（MAB）」事業を中心に
行った。 各国調査については、純粋な自然
よりもむしろパストラル（pastoral）すなわ
ち田園の風景の保護を主体に育ってきたと
考えられるヨーロッパ諸国を対象とし、フラ
ンス及びイタリアにおいて調査を行った。以
上の調査結果をもとに、またこれに加えて世
界遺産一覧表への登録申請の際に提出され
る申請書、保存管理計画及び保全状況報告な
どの分析から得られる情報をもとに、本研究
が対象とする文化的景観に特徴的に表れて
いる問題の所在を把握した。 
 フィリピン・イフガオ地方予備調査：平成
２３年度以降に現地調査を行い、本研究が対
象とする文化的景観が今日直面している課

題とその対策方法を現実に即して検証する
こととしている調査候補地であるフィリピ
ン・イフガオ地方の予備調査を行った。 
２）平成２３年度においては、平成２２年度
に引き続き、国際機関及び各国の関連制度・
施策についての調査、既存の世界遺産登録地
を網羅して行う報告書デスクレビュー、課題
の整理、保存管理の方法論確立に必要な項目
の洗い出しを継続し、さらに詳細な分析を行
うとともに、下記の現地調査を行った。 
 国内外の代表的な文化的景観の現地調査
については、平成２２年度に行った予備調査
の成果に基づいて、フィリピン・コルディリ
エーラの棚田において、詳細調査を行った。
オーストラリア及びインドの専門家を現地
に招へいし、現地専門家とともに、アジア山
岳地の棚田景観における世界遺産としての
保全の問題点について意見交換を行った。ま
た世界遺産に登録されている５地区のうち
の一つであるフンドゥアン地区を取り上げ
て、棚田の耕作地としての利用状況について
実態調査及びヒアリングを行った。耕作放棄
の状況について衛星写真画像などを用いて
可能な限り過去に遡って変化を追い、資料を
収集し、その要因について考察した。世界農
業機関など国際機関が行っている支援事業
の実態とその効果について調査し、その影響
について考察するとともに、観光が世界遺産
の保全に与えている影響についても情報を
得た。これらからアジアの棚田景観について、
総合的な保存管理計画を策定するために有
効となる調査結果を得た。またこれまで蓄積
がない東ヨーロッパの文化的景観について
情報を得るため、ルーマニアにおいて情報収
集を行った。 
３）最終年度である平成 24 年度は、平成 23
年度に引き続き、国際機関及び各国の関連制
度・施策についての調査、既存の世界遺産登
録地を網羅して行う報告書デスクレビュー、
課題の整理、保存管理の方法論確立に必要な
項目の洗い出しを継続し、さらに詳細な分析
を行うとともに、米ラトガース大学及びカナ
ダ・モントリオール大学での関連の国際会議
に出席して研究成果の発表及び情報収集を
行うとともに、まとめとなる国際研究会「文
化的景観及び関連する施策の現在－カテゴ
リーからアプローチへ」を 3 月 20～21 日に
開催し、研究成果とした。 
 国際研究会「文化的景観及び関連する施策
の現在－カテゴリーからアプローチへ」では、
海外から Ken Taylor（オーストラリア国立大
学名誉教授、発表内容：文化的景観の国際的
動向まとめ）、Ron Van Oers（ユネスコ WHITRAP
上海事務所、発表内容：文化的景観と歴史的
都市景観の関係）、Sung-Kyun Kim（ソウル大
学教授・アジア文化的景観アソシエーション
ACLA会長、発表内容：アジアの文化的景観及



 

 

び ACLA の活動）、Allen Sachse（米 The 
Delaware & Lehigh National Heritage 
Corridor 元会長、発表内容：アメリカ合衆国
の地域への総合的アプローチ・ナショナルヘ
リテージエリア制度－歴史と現在）、Paola 
Falini（ローマ大学教授、発表内容：イタリ
アの文化的景観及び地域への総合的アプロ
ーチ・アッシジとオルチア渓谷の例）を招へ
いし、国内の専門家とともに、文化的景観の
今日的な状況を整理し、土地と海の利用に関
わる文化的景観の課題と今後の方向性につ
いて議論を行った。会議の目的は以下のとお
りとし、所定の成果を得た。 
 国際研究会「文化的景観及び関連する施策
の現在－カテゴリーからアプローチへ」（平
成 25 年 3月 21～22日）開催主旨：文化的景
観（CL: Cultural Landscape）が 1992 年に
世界遺産条約の仕事に導入されてから 20 年
が経過した。おそらくその当時にはすでに、
各国に潜在的に存在していた文化遺産の新
しい動きを吸収して、そしてそれらを横につ
ないで文化的景観は、各国の関連する施策の
進展に大きく寄与してきた。文化的景観は世
界遺産条約の枠組みでは、農林水産業に関係
する景観や信仰の山など自然の素材を主体
にする景観を対象としている。しかし各国の
施策、あるいは専門家の解釈において文化的
景観は、自然を主体とする景観を超えてはる
かに広がっている。2012 年 10 月、米・ラト
ガース大学で開催された文化的景観に関す
る国際シンポジウムはまさにこうした状況
を反映していた。世界各地域からの参加者か
らは、例えばアルタイ山脈やアンデス山脈の
少数民族の村など、特徴ある地域の文化遺産
を住民参加のもとにどのように総合的に扱
っていくかについて問う発表が続いた。文化
的景観を追う形で始まった歴史的都市景観
（HUL: Historic Urban Landscape）は、そ
の議論の過程で歴史的都市景観とはカテゴ
リーではなくアプローチとの見解に達した
が、まさに文化的景観においても、同様な傾
向が進んでいると改めて実感した。これにつ
いては、文化的景観と歴史的都市景観の境界
を超えて、これも各国で進んでいる、地域お
こしも兼ねての文化遺産・自然遺産を総合的
に把握する政策との関連も考えなくてはな
らない。 
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